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鈴鹿医療科学大学附属桜の森病院 医療安全管理指針 

 

2025年４月１日改定 

 

鈴鹿医療科学大学附属桜の森病院 医療安全管理指針 

 

 緩和ケア病院として質の高い医療の提供にあたり、患者に応じた医療を安全に提供することが求めら

れている。それに応えるため、医療事故（ヒヤリハット、有害事象）、その他の危機事象の発生頻度を減

少させる努力を行い、医療事故が発生した場合の対応能力の向上と再発防止を図り、継続的に医療安全

の確保、安全かつ安心な医療の提供に取り組む。 

県民の皆さまの信頼 を損なうような不適切な事務処理や職員の不祥事が連続して 

１．目的 

本指針は、当院における医療事故（ヒヤリハット、有害事象）、その他の危機事象並びに患者、家族

からのクレーム等（以下、「医療事故等」という。）の不適合に対する対応手順、病院の信頼を損なう

不適切事務処理事案への対応、医療事故等の分析及び再発防止のための是正処置の実施手順を示すこ

とにより、医療安全の確保を図り、安全かつ適切な医療サービスの提供に資することを目的とする。 

 

２．用語の定義 

  医療事故とは、医療においてその目的に反して生じた有害な事象であり、「患者影響度レベル」に応

じて有害度を区分する。 

（１）ヒヤリハット（患者影響度レベル０～３a） 

  有害事象には至らないものの、発見・対応等が遅れていれば患者に有害な影響を与えたと考えられ 

る状況に遭遇した事例をいう。 

（２）有害事象（患者影響度３b～５） 

  患者本来が持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものではなく、医療においてその目的に 

反して生じた事象をいう。医療内容に問題があって起きた事象を医療過誤という。 

（３）その他の危機事象 

転倒・転落、院内感染、針刺し事故、事務関連にかかる事象をいう。 

 

 患者影響度レベル 

区

分 
ﾚﾍﾞﾙ 障害の継続性 障害の程度 障害の内容 

ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト 

０ －  
エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患

者には実施さなかった 

１ なし  
患者への実害はなかった（何らかの影響を与えた可

能性は否定できない） 

２ 一過性 軽度 

処置や治療は行わなかった（患者観察の強化、バイタ

ルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの

必要性が生じた） 
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３a 一過性 中等度 
簡単な処置や治療を要した（消毒、湿布、皮膚の縫

合、鎮痛剤の投与など） 

有
害
事
象 

３b 一過性 高度 

濃厚な処置や治療を要した（バイタルサインの高度

変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外

来患者の入院、骨折など） 

４a 永続的 軽度～中等度 
永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害

や美容上の問題は伴わない 

４b 永続的 中等度～高度 
永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美

容上の問題を伴う 

５ 死亡  
死亡（原疾患の自然経過によるものを除く） 

 

 

３．組織及び体制 

病院内に「身体的拘束最小化チーム」「医療安全委員会」を設置し、院内における医療安全対策を実施

する。 

 （１）身体的拘束最小化チーム 

    医師・看護師・薬剤師・事務職員を構成メンバーとし、当院の身体的拘束最小化対策に関する

実務組織として身体的拘束最小化チームを置く。 

   〔任務内容〕 

    ・身体的拘束の実施状況の把握 

    ・身体的拘束に関する指針の定期的な見直し 

・身体的拘束の最小化に関する研修 

     

 （２）医療安全委員会 

院内における医療安全管理対策を総合的企画・実施するために医療安全委員会を置く。 

 組織的な事故防止対策の推進を図り、患者安全に関する問題点・検討・防止策を決定する。     

委員会委員の構成は、運営会議に準じる。医療安全委員会設置要綱参照。 

 

４．医療事故の報告、分析・対応 

  医療事故等の報告を促進するための体制を整備し、患者安全に関する情報が速やかに報告され、そ

の情報を分析し事故防止が図られるように必要な対策をする。 

医療安全を確保するための研修を実施し、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手

技等を職員に周知徹底することを通じて、安全意識の向上を図り、病院全体の医療安全を向上させる。 

 病院として、報告者が報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。 

【ヒヤリハット、有害事象報告】 

（１）医療事故等の報告・是正処置手順 

① 医療事故等が発生した際、担当者は部門長へ報告し、「ヒヤリハット・有害事象報告書」を作

成する。 

② 部門長は、「ヒヤリハット・有害事象報告書」を確認後、院長に提出（報告）する。 
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③ 担当者または部門長は、医療事故等の状況と実施している処置およびその後の見通しについ

て速やかに患者、家族に報告・説明する。説明内容は、診療録、看護記録等に記録する。 

④ 「ヒヤリハット・有害事象報告書」の内容を確認した結果、患者影響度レベルが３a以上の場

合、または部門長、院長が是正処置を必要と判断した場合、担当者は是正処置計画を立案す

る。 

⑤ 院長承認後の「ヒヤリハット・有害事象報告書」は、原本を事務部、コピーを各部門で保管

する。 

⑥ 報告内容を医療安全委員会で確認する。 

 

（２）是正処置計画立案・実施・有効施評価（効果の確認） 

① 担当者は、是正処置計画を立案し、「是正処置報告書」に記入して部門長へ提出する。 

② 部門長は是正処置計画を確認し、院長に承認をとる。承認の場合は、部門長、院長は「是正

処置計画の立案」の確認欄に確認日を記入する。 

③ 承認の場合は、院長は部門長および担当者へ実施の指示を行う。承認できない場合は、担当

者に是正処置計画の再立案を指示する。 

④ 担当者は、是正計画の実施後、その実施結果および有効性確認予定月を「是正処置計画の実

施」の各該当欄に記入し、部門長へ提出する。 

⑤ 部門長は是正処置の実施状況を確認し、院長に承認をとる。承認の場合は、部門長、院長は

「是正処置計画の実施」の確認欄に確認日を記入する。 

⑥ 担当者は、有効性確認予定月に是正処置の有効性評価を行い、その結果を「是正処置実施の

有効性確認」の該当欄に記載する。 

⑦ 部門長は、有効性の検証を行い、「是正処置実施の有効性確認」の確認欄に記入し、院長に提

出する。 

⑧ 院長は、是正処置の有効性を確認する。有効性が認められない場合は、担当者に是正処置計

画を改めて立案するよう指示する。 

⑨ 院長により有効性が確認された「是正処置報告書」は、原本を事務部、コピーを各部門で保

管する。その際、該当する「ヒヤリハット、有害事象報告書」と合わせて保管する。 

 

 （３）事故調査委員会 

① 院長は、必要に応じて速やかにその原因を明らかにするため、院内で医療事故等調査委員会

を設置する。 

② 院内調査委員会を設置・開催する場合は、委員長は外部から選出し、院長が任命する。 

③ 院内調査委員会への出席者は、院長が指名する。院内職員のみの検証が困難な場合は、他の

医療機関に出席を依頼し意見を求めることができる。 

④ 院長は、院内調査委員会の結果を踏まえて、法律上の評価をするため、顧問弁護士等と協議

するものとする。 

⑤ 最終的な結果を院長に報告する。 
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 （４）その他 

不具合の種類 基準 対応手順 

転倒・転落 患者が転倒・転落 ・外傷の有無の確認（切創、打撲、骨折等） 

・転倒の原因究明 

・医師へ報告後、患者の症状に応じて治療 

・その後、経過観察 

・必要があれば他院受診へ 

 ⇒「転倒転落対策規程」へ 

院内感染 感染患者が発生した ・院長へ報告 

・院長は対応について指示する 

 ⇒「院内感染対策指針」へ 

針刺し事故 針刺し事故が発生した ・状況を医師へ報告 

・患者に感染症がなければ経過観察 

 ⇒「院内感染対策指針」へ 

・患者の感染症が不明の際は、患者と当事者を採血し検査する。 

・患者に感染症がある場合は、当事者を採血し検査する。 

・その後の対応は、院長の指示に従う 

 ⇒「院内感染対策指針」へ 

事務関連 患者・家族等に影響する

事務処理を誤った 

病院の信頼を損なう不適

切事務処理を行った 

・部門長へ報告 

・対応については、部門長の指示に従う 

 

５．患者等から苦情対応 

 （１）患者等からの苦情、相談があった場合は、各部門が責任をもって応じるとともに、患者等が不

利益を受けないよう適切な配慮を行う。 

 （２）苦情、相談のうち、医療安全に関わるものについては、各部門長に報告する。 

 （３）患者等からの医療に対する苦情の窓口は各部門長とする。 

  ⇒「患者満足度管理規程」参照。 

 

６．医療安全管理のための研修 

 （１）医療安全委員会は、研修計画に従い、年２回程度の全職員を対象とした研修会を実施する。 

 （２）研修は、職員個々の意識の向上を図ると共に院内の全体の医療安全を向上させる目的とする。 

 （３）職員は、医療安全研修会を受講するように努める。 

  ⇒「教育計画書」参照。 

 

７. 当該指針の閲覧に関する事項 

  患者等が安心して医療を受けることができるよう本指針は当院ホームページを通して公開し、閲覧 

 に供する。 

 


